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2018年度 福島第一原子力発電所における
熱中症予防対策実施状況について
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３．トピックス
（１）2018年度は例年にない猛暑だったた

め、全国において、熱中症による救急
搬 送人員数(6月～9月)＊1は、2017年
度以前に比べ、2018年度は、ほぼ倍に
増加した。

一方、福島第一原子力発電所（1F）
では、2018年度の熱中症の発症は、
2017年度以前に比べ２人増に留まった。

（6人⇒ 8人）
＊1 出典：総務省消防庁ＨＰ（救急搬送状況）

（２）2018年度のWBGT＊2値は7月,8月の
2ヶ月に亘り、高い値を示したことも影
響し、8月に3人の熱中症が発症した。

＊2：暑さ指数（湿球黒球温度）：Wet Bulb Globe Temperature

（３）2017年度と同様に、2018年度も
10月に熱中症が発症した。10月に熱
中症が発症するのは、３年連続となっ
た。

１．2018年度 熱中症の発症状況
１．１F熱中症の発症数－全国救急搬送数

２．WBGT値と月別発症状況

１
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方針 目的 対策（アクションプラン）
社員・作業員への熱中症教育の実施

協力企業からの熱中症対策での教育内容確認

クールベスト・保冷剤着用の呼びかけ（ＷＢＧＴ値25℃以上）

熱順化の対応強化（作業時間の管理等）

情報掲示板・ポスター等での呼びかけ

クールベスト保冷剤・冷蔵庫の配備・管理

ＷＢＧＴ表示器、測定器及び表示器の配置

ＷＢＧＴ測定器・表示器（ソーラー式）及び時計の運用

救急医療室（ＥＲ）での応急治療・緊急移送体制の確保

給水車の配備・管理

熱中症管理者からの日々指導（体調管理、水分・塩分摂取、保冷剤着用等）

保冷剤着用と原則連続作業時間を２時間以下規制（ＷＢＧＴ値25℃以上時）

作業現場のＷＢＧＴ値が30℃以上時、作業原則中止 （主管部による許可作業を除く）

元請管理者による作業前の体調管理（体温、血圧、アルコールチェッカー実測）

元請管理者による健康診断結果、熱中症含む既往歴確認と状況に応じた配慮

酷暑時間帯の原則作業禁止（14時～17時）

作業エリア毎のＷＢＧＴ値の確認と管理＊

「１Ｆの夏場作業（４月～10月）の経験がない作業員」の識別化、熱中症予防の徹底＊

作業前のフェースtoフェースの体調管理＊

各ゾーンに応じた身体的な負荷の少ない装備への変更推進

屋外作業時に日よけ使用の推奨

＊2018年度重点項目

熱中症の意識向上
（教育）

熱中症教育の実施

熱中症予防対策
の周知

クールベスト・保冷剤
の着用と適切な休憩

熱中症の防止と
発症時

協力企業と一体となった
確実な熱中症予防

熱中症統一ルール
の徹底

作業環境の変更に伴う
身体負荷の軽減

２．熱中症予防対策（2018年度全体）
熱中症予防対策強化期間（４月 ～10月）

２
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201８年度の熱中症予防対策の重点項目は、以下のとおり。
１．熱中症予防対策強化期間の延長：5月～9月⇒4月～10月

・2018年3月は例年比べ気温の高い日が続いたため、熱中症予防対策強化期
間を4月（従来は5月開始）から開始。

・寒暖差のある10月（特に台風通過後など）は、気温が上昇して熱中症の発
症の可能性が高いことから、熱中症予防強化期間を10月まで延長。

２．作業エリア毎のWBGT値の確認と管理
・作業エリア毎、作業状況に応じてWBGT値の測定をすることで、きめ細かい

管理を実施。
３．１Fの夏場作業の経験のない作業員への識別化

・2017年度に1F経験の浅い作業員に多く熱中症が発症したことから、2018
年度も、それらの作業員に対しきめ細かな指導の手助けとなる方策として、
識別管理を実施。

４．作業前のフェースtoフェースにより体調管理
・熱中症管理者は、作業前等では作業員の体調確認をチェックシートのみなら

ず、実際に作業員への声掛け、顔や仕草等を直接確認することにより、熱
中症の発症の可能性をいち早く察知することを指導。

３．熱中症予防対策（2018年度重点項目） ３
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【2018度における熱中症の発症状況の特徴】
・2018年度の熱中症は、作業中に自身の体調変化に気付かず進行し、休憩中

や作業後での発症が増加。
・2018年度も10月に熱中症が発症。

【2018年度の特徴を踏まえた期中の対策の強化】
１．熱中症予防に向けたルールの改定

2018年度は、熱中症ルールの理解不足や作業の重軽作業の配慮不足によって
熱中症が発症する傾向があった。そのことから、WBGT値の管理区分を見直し
た。さらにその管理区分も作業員が理解しやすいよう、一般的な管理区分に熱
中症予防のルールを改定したことで、熱中症対策の強化を図った。
・WBGT25℃から30℃の間での体調不良の進行を抑制するため、28℃での

管理ポイントを設ける。
・WBGT値の管理区分を一般的に使われている区分に統一。

２．救急医療室（ER）へ行きやすい雰囲気作り
・当社と元請幹部によるグループ討議を実施し、「ERに行きやすい雰囲気作り

に努める」との安全行動声明を宣言した。
３．適切な塩分と水分補給の方法の周知

・適切な水分や塩分の補給の仕方など、熱中症予防のための基礎知識を周知し
て、熱中症予防の強化を図った。

４．熱中症予防対策（2018年度期中強化対策） ４
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１．2018年度の評価
（１）2018年度と2017年度の熱中症発症の比較

2018年度が例年にない猛暑であり全国の熱中症による救急搬送数がほぼ倍
増の中で、１Ｆの熱中症は、2017年度(6人)に比べ、2人増（8人）であった。
この状況から、2018年度の熱中症予防対策は有効であったと評価している。

（２）3年連続して10月に熱中症が発症
10月に気温、WBGT値が20℃を超える環境下でのY装備作業があったこと

や寒暖差の大きい作業環境下で熱中症が発症している。
（３）１F作業経験の浅い作業員への識別管理の実施

当識別管理により、１F作業経験の浅い作業員の熱中症発症が減少した。
（４）休憩中・作業後の熱中症発症が増加

休憩中・作業後に熱中症が発症するケースが多くあったことから、休憩取
得のルール見直し（WBGT値28～30℃未満で重負担作業⇒連続作業時間を１
時間以下）や休憩中の適切な塩分と水分補給の方法を周知した。

２．2019年度の取組み
2019年度も2018年度の熱中症防止ルールを継続していく。

また、10月の熱中症の撲滅を図るため、更なる熱中症防止対策の検討を行う。

５５．2018年度熱中症予防対策の評価と2019年度の取り組み
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【参考】熱中症予防統一ルールとWBGTの一般的な管理区分 6

○熱中症統一ルール ○WBGTの一般的な管理区分
＊出典：環境省ＨＰ
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【参考】適切な塩分と水分補給の方法 7
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8【参考】2018年度に実施した主な熱中症予防対策
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【ＷＢＧＴ表示器・時計設置場所】

＜１０個所：固定＞
①物揚場前Ｇ⇔Ｙ装備切替所
②高性能アルプス建屋前

Ｇ⇔Ｙ装備切替所
③１～４号水素供給装置東側

Ｇ⇔Ｙ装備切替所
④ふれあい交差点付近
⑤技能訓練センター付近

Ｇ⇔Ｙ装備切替所
⑥５，６号Ｓ／Ｂ脇
⑦登録センター前
⑧免震棟前
⑨入退域管理棟（駐車場側）
⑩入退域管理棟（新事務本館側）

【給水車設置場所】
＜３個所＞

①土捨て場北側
②Ｈ６タンクエリア
③ＣＣＲ装備交換所南側

【参考】管理対象区域の運用区分
／給水車設置／ＷＢＧＴ表示器・時計設置
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